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第２期行政経営改革大綱策定

　
「
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
の
増

進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
最
少
の
経
費
で
最

大
の
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
地
方
自
治
法
の
規
定
を
踏

ま
え
、
基
本
方
針
を
次
の
と
お
り
定
め
て
い

ま
す
。

○
同
じ
行
政
サ
ー
ビ
ス
で
あ
れ
ば
コ
ス
ト
を

削
減
し
、
同
じ
コ
ス
ト
で
あ
れ
ば
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
を
図
る
。

○
地
方
分
権
が
進
展
す
る
中
で
基
礎
自
治
体

が
担
う
役
割
を
果
た
す
た
め
、
限
り
あ
る
資

源
（
人
材
・
財
源
・
資
産
な
ど)

を
最
大
限

に
活
用
し
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を

発
揮
す
る
。

　

主
な
取
り
組
み
項
目

　
行
政
評
価
の
推
進

　　

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
趣
旨
も
踏
ま

え
、市
民
の
参
画
を
得
て
既
存
事
業
を
評
価
・

検
証
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
ま
す
。

　
職
員
数
の
適
正
化

　　

計
画
的
な
削
減
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
職

員
を
確
保
し
ま
す
。
※
詳
細
は
次
の
ペ
ー
ジ

の
定
員
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ラ
ン
（
第
２
期
定

員
適
正
化
計
画
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
人
材
育
成
の
推
進

　　

多
様
化
す
る
行
政
へ
の
要
望
に
、
限
ら
れ

た
人
員
で
対
応
す
る
た
め
に
は
、
職
員
一
人

一
人
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
が
不
可
欠
で
す
。「
庄

原
市
人
材
育
成
基
本
方
針
」
に
基
づ
い
て
、

職
員
の
育
成
と
総
合
的
な
資
質
向
上
・
能
力

発
揮
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
安
定
的
な
財
政
運
営

　　

財
政
分
析
、
将
来
予
測
を
わ
か
り
や
す
く

市
民
の
皆
さ
ん
に
示
し
、
職
員
・
市
民
が
本

市
の
財
政
状
況
を
再
認
識
す
る
中
で
、
歳
入

の
確
保
、
歳
出
の
抑
制
に
努
め
、
安
定
的
・

持
続
的
な
財
政
運
営
に
努
め
ま
す
。

　
公
有
財
産
の
最
適
管
理

　　

公
有
財
産
は
、
将
来
を
見
据
え
た
中
長
期

的
か
つ
分
野
に
捉
わ
れ
な
い
広
い
視
点
に
立

っ
た
最
適
管
理
（
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
）
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
を
基
底
と
し
た
　

　
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

　
「
市
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
実
践

す
る
た
め
、
職
員
・
市
民
の
意
識
改
革
や
意

欲
向
上
、
既
存
事
業
の
見
直
し
な
ど
に
取
り

組
み
ま
す
。

※
詳
し
い
内
容
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

企
画
課
政
策
推
進
係　
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市
は
、
行
政
経
営
改
革
審
議
会
か
ら
の
答

申
を
受
け
て
、
行
政
経
営
改
革
の
指
針
と
な

る
第
２
期
の
大
綱(

基
本
計
画)

を
策
定
し

ま
し
た
。

（
対
象
期
間
／
平
成
26
年
度
～
32
年
度
末
）

 
第
２
期

行
政
経
営
改
革
大
綱
を

策
定
し
ま
し
た
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